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○

大学入学金と贈与税

Q:私の長男は、高い入学金で有名な医科

大学へ入学することになりました◎

親が入学金を出してやると子供に贈与税が

かかると聞いたことがあるのですが、本当で

しようか。

ヱヘ：入学金は学校側が受け取るものであり、

子供がもらったものではありませんので、子

供に贈与税がかかることはありません。

【解説】

扶養義務者相互間において、生活費や教育

費に充てるために行われた贈与によって取得

した財産のうち、通常必要とみとめられるも

のについては、贈与税は課税しないこととさ

れています。

しかし、親からもらった下宿代や授業料名

目の金銭を預貯金として積み立てたり、株式

の購入資金に充当したりした場合には、贈与

税がかかりますので、生活費や教育費は、必

要な都度、必要な分だけ渡すようにしましょ
矛

つ ◎

ところで、ご質問は、子供が入学した大学

の入学金を親が出した場合ですが、この入学

金は子供が入学できることを条件に、大学側

が受け取るもので、子供がもらったものでは

ありません。親は、大学で勉強できる機会を

子供に与えたに過ぎず、その勉強できる利益

は金額で算定できる性格のものではなく、入

学金相当額についての親子間の贈与の関係は

成り立たないものと思われます。


